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上程中の、認定第１号 平成２６年度中野区一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて、認定第３号 平成２６年度中野区国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、認定第４号 平成２６年度中野区後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算の認定について、および、認定第５号 平成２６年度中野区介

護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日本共産党議員団の立場から一

括して、反対の討論を行います。 

  

一般会計決算では、認証保育園の保護者補助金の上限が拡大されたこと、区

有施設や小中学校の耐震対策が図られたことは評価致します。しかし、予算案

の際にも指摘したことがこの決算でも明らかになりました。 

 

歳入面において、特別区民税では納税義務者数の増により前年度比で約６％

増にはなりましたが、区民の暮らしやご商売は年々、困難さを増し、所得格差

も拡大をしています。当該年度の厚生労働省の国民生活基礎調査において、「貧

困線」とされる年収１２２万円以下の世帯は１６.１％と過去最悪となり、中で

も、１８歳以下の子どもの貧困率は１６.３％にのぼりました。パートや派遣な

ど非正規で働く労働者は２０００万人を超え、年収２００万円以下のワーキン

グプア（働く貧困層）は８年連続で１０００万人に達しました。富裕層は１０

０万世帯を突破したのに、金融資産が全くない世帯は３０％を突破したという

数字もあります。大企業や大資産家には恩恵を与えるが、国民の暮らしは顧み

ようとしないアベノミクスがこうした事態に拍車をかけたことは明白です。ま

して、この２６年４月に消費税率が８％へ引きあげられようとする中において

は、区民生活を支える予算編成こそが求められていました。 

以下、４点について、反対の理由を述べます。 

 

第１に、この年度を含め、「財政非常事態」だと区民や議会に説明をしなが

らも、約５７億円もの不用額を生み出し、実質収支額は区政史上最大の約４４

億円、単年度収支は２６億円、実質単年度収支も５０億円もの黒字となりまし

た。この年度、財政調整基金からの繰入金は０円となり、逆に、財政調整基金

だけで２４億円の積み立てをおこなっています。積み立て基金の年度末残高は

約５２７億円にもなり、これまでも指摘してきたように「虚構の財政非常事態」

であったことが、あらためて、明らかになりました。「財政非常事態」を理由



におこなった、教育・障がい・高齢者分野等での事業見直しはおこなう必要は

なかった上、区民生活が大変な中においては、自治体の本来の役割として、区

民の切実な願いにこたえることは十分に可能だったのではないでしょうか。 

 

第２に、やはり、中野駅周辺を中心とした大型再開発を聖域化していること

です。中野駅西側の南北通路や橋上駅舎の基本設計や都市計画手続きなど、中

野駅周辺地区の再開発を進めるための地区整備に約２億９千万円を計上しまし

た。しかし、繰越明許費が約１億５千万円となるなど、見通しの甘さも見受け

られます。加えて、建設分科会での質疑においては、今後、この南北通路や橋

上駅舎の工事を進めていく上で区の負担額が７１億円になることも明らかにな

りました。また、四季の森公園の管理費だけで年間８０００万円となり、他の

公園管理費と比較をしても特別扱いしていることも浮き彫りになりました。中

野駅周辺を中心とした大規模な再開発は区民参加で見直すべきことを、あらた

めて指摘します。 

 

第３に、区民にさらに負担を押し付け、また、区民との約束をも反故にする

ことをおこなったことです。認可保育園の保育料が、所得の低い層ほど大きな

比率で値上げをされました。認証保育所との負担の公平化という名目ですが、

認可園保育料の値上げによる増収は、認証保育所保護者補助の拡大分をはるか

に上回り、この機に保護者補助金支出以上に保育料負担を徴収したことは余り

にも酷すぎます。また、地域住民の声を無視して、防災上も貴重な東中野小学

校跡地などの区民財産の売却計画を策定したことは許しがたいことです。また、

憲法擁護・非核都市宣言を生かす区政が一層強く求められている中で非核宣言

自治体協議会から脱退したことも見過ごすことはできません。 

 

第４に、区民の切実な要求にも背を向けていることです。依然として多くの

待機者が生まれている保育園や特別養護老人ホーム増設の取り組みは不十分で

あり、また、学童クラブにおいても待機児が出ていることは軽視できません。

小学校跡地など、いまある区有施設などを活用しての早急な対応を図ることも

求められます。また、毎年のように区立中学校 PTA連合会からも要望として出

されている小中学校の特別教室の完全冷房化をはじめ、トイレの洋式化をはじ

めとした学校施設設備の改善、木造住宅の耐震補強工事や住宅用の太陽光発電

設備への助成などの実施をあらためて求めます。加えて、この年度を含めてお

こなってきた、事業見直しについては復活も含め、区民からの切実な願いや要

求にこたえる予算編成にあらためるべきです。 

 



 次に、各特別会計について述べます。 

 

国民健康保険事業特別会計では、法定減免の拡充が行われ５割軽減対象者が

増え、低所得者対策が図られたことは評価します。しかし、均等割額・所得割

額・賦課限度額のいずれもが引き上げられ、全体として保険料は値上げとなり

ました。先に述べたように、国保加入の自営業者や非正規労働者の所得は低下

しており、保険料負担は家計にも重くのしかかっています。国庫負担を２分の

１へ戻すことを区は国に求めること、加えて、多子減免制度を２３区において

も検討すべきです。 

 

後期高齢者医療特別会計では、国保同様、保険料が値上げとなりました。財

政安定化基金の繰り入れによって値上げ幅を抑えたことは評価できますが、こ

の年度は、国と都と区の３者による基金への拠出がおこなわれませんでした。

これを行えば、値上げ幅をもっと抑えることは可能だったはずです。 

 

介護保険特別会計では、当年度は第５期事業計画の最終年度となりましたが、

この５期計画で目標としていた特別養護老人ホーム１００床分の期間内開設の

見通しを立てることができませんでした。民間任せにせず、きちんと区が責任

を持った上での目標達成、加えて、目標自体の引き上げもあらためて申し添え

ます。 

 

 以上を述べまして、４議案に対する反対討論と致します。 


